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租税法規 に係 る違憲審査基準の適用についての一・考察

中 野 浩 幸

要約 本稿の 目的 は,租 税法規 にお ける違憲審査基準の適用 につ いて若干の検討を行 うもの

であ る。租税法規 について は,大 島訴訟判決を先例 と し,合 理性の基準 によって違憲審査が

行われ,合 憲 と判断 され る場合が ほとん どで ある。本稿で は,大 島訴訟判決の射程範囲 につ

いて再考 し,場 合 によって はより厳格な審査 によって違憲審査を行 う必要の余地があ ること

を指摘 して いる。

Abstract In this paper, I review the criterion of the constitutionality of tax law by 

the Oshima Case and the other cases.
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1は じ め に

憲 法 は,租 税 に関 して30条 で 納 税 の義 務 を,84条 で 租 税 法 律 主 義 を規 定 して い る。 さ ら

に,憲 法14条 で は平 等 原 則 を規 定 して い る こ とか ら,租 税 立 法 の定 立 お よ び執 行 に お いて

も,こ の 平 等 原 則 が実 現 され な け れ ば な らな い 。ま た,租 税 法 規 は一 面 に お い て 財 産 権 の

侵 害 で も あ るか ら,そ の 内容 は,「 公 共 の福 祉 」 に適 う もので なれ ば な らな い(憲 法29条)。

租 税 法 学 に お いて は,租 税 法 の基 本 原 則 と して 租 税 法 律 主 義 お よ び租 税 公 平 主 義 を掲 げ

て い る(1)。租 税 法 律 主 義 の 要 請 は法 的安 定 性,予 測 可 能 性 の 確 保 と して機 能 とす る もの で

あ り,そ して,租 税 法 規 は,通 常,租 税 公 平 主 義 を充 足 して い る こ と を前 提 に定 立 され る

の で あ るか ら,当 該 租 税 法 規 に従 い課 税 が 行 われ る こ と に よ って 租 税 公 平 主 義 が 実 現 され

る。 したが って,両 原 則 は租 税 法 に お いて 両 輪 を なす もの と位 置 づ け られ る。

と こ ろ が,何 が 「公 平 」 「平 等 」 で あ るか は多 義 的 で あ るた め,議 会 に お い て 定 立 され

た租 税 法 規 の 内容 が 租 税 平 等 主 義 に違 反 して い る可 能 性 もあ る。 そ う な る と,租 税 法 律 主

義 の 要 請 が 充 足 して いて も,そ れ は実 質 的 に不 平 等 な課 税 が 行 われ,国 民 に対 して 不 当 な

権 利 侵 害 を生 じせ しあ る。 日本 国 憲 法 は,そ の よ う な場 合 を想 定 し,そ の対 処 と して 当該

租 税 法 規 が 憲 法 に違 反 して い な いか を裁 判 所 が81条 に規 定 され て い る違 憲 審 査 制 度 に よ っ

て チ ェ ッ クす る こ と と し,納 税 者 は不 合 理 あ るい は不 平 等 な 課 税 か ら救 済 され るの で あ る。

租 税 法 規 の立 法 過 程 を見 て み る と,通 常,与 党 税 制 調 査 会 の税 制 改 正 大 綱 が 内閣 に よ っ

て 閣 議 決 定 され,そ の後,国 会 で 審 議 ・可 決 され る。 そ の限 りに お いて は,民 主 主 義 の プ

ロセ スで 租 税 法 規 が 定 立 され て い る。 しか し,行 政 機 関 で あ る財 務 省 主 税 局 が 租 税 の企 画

と立 案 を担 当 して い る こ とか ら(財 務 省 組 織 令5),税 制 改 正 要 綱 に は課 税 当局 の 意 向 が

大 き く反 映 して い る のが 現 状 で あ ろ う。 立 法 機 関 に お いて 法 律 案 が 十 分 検 討 され る こ とが

前 提 で あ る ので,立 法 機 関 の審 議 を経 て 策 定 され た法 律 を最 大 に尊 重 す べ きで あ る と いえ

るが,現 実 に は十 分 で な い場 合 もあ る と考 え られ る(2)。そ うす る と,不 合 理 な 課 税 が 行 わ

(1)金 子宏 『租税法 〔第14版 〕」(弘 文堂 ・2009年)66頁 以下,水 野忠恒 「租税法 〔第4版 〕』(有 斐

閣 ・2009年)6頁 以下,清 永敬次 『税法 〔第7版 〕』(ミ ネルヴァ書房 ・2007年)29頁 以下 を参照。

租税 法 律主 義 と租税 公 平主 義 につ いて は,佐 藤英 明 「租税 法律 主義 と租税 公平 主 義」 金 子

宏編 『租税法の基本問題』(有 斐閣 ・2008年)55頁 を参照。

② 例えば平成16年 税制改正 にお ける土地建物等の譲渡損失の損益通算廃止規定(租 税特別措置法

31条)の 創設 について は,遡 及立法の禁止 との関係を十分 に審議 されたか は疑問であ る。 この点

が争点 とな った裁判例 と して は,福 岡地 裁平成20年1月29日 判決(判 例時報2003号43頁),東 京

地裁平成20年2月14日 判決(判 例集未登載,LEX/DBイ ンターネ ッ トTKC法 律情報データベー

ス 〔文献番号25400331〕),千 葉地裁平成21年5月16日 判決(判 例集未登載,LEX/DBイ ンター/
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れた場合には,裁 判所による違憲審査制度が適切に機能 しなければならないことになる。

そこで,本 稿では,違 憲審査基準に関する整理を行ったうえで,憲 法違反が争点となっ

た租税事件に係る判決を取 り上げ,租 税法規に関する違憲審査基準の適用についての若干

の考察を行うものである。

II違 憲 審 査 基 準

1二 重の基準論

違憲審査基準に関 して,憲 法学説では 「二重の基準」論が主張される。「二重の基準」

論(3)は,い わゆる優越的地位にある精神的 自由規制立法の合憲性は,厳 格な基準 によっ

て判断されなければならず,他 方,経 済的自由規制立法の合憲性については,ゆ るやかな

基準(合 理性の基準)に よって判断 してよいという考え方である。これは,後 者の場合に

は合憲性の推定が働 くのに対 して,前 者の場合には合憲性の推定が働かず,む しろ違憲性

の推定が働 くという考え方か ら出て くるものである(4)。その上で,経 済的自由規制立法を

消極目的と積極目的に分類 して,前 者の合憲性は比較的厳 しく,後 者の合憲性は極めて緩

やかに審査する(以 下,「 消極 目的 ・積極 目的二分論」 という。)。

最高裁は,小 売市場許可制事件判決(最 高裁昭和47年11月22日 判決刑集26巻9号586頁)

で,「 憲法は,国 の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定 しているものというこ

とができ,個 人の経済活動の自由に関する限り,個 人の精神的自由等に関する場合と異なっ

て,右 社会経済政策の実施の一手段として,こ れを一定の合理的規制措置を講ずることは,

もともと,憲 法が予定 し,か つ,許 容するところと解するのが相当である……個人の経済

活動に対する法的規制措置については,立 法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはな く,

裁判所は,立 法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし,た だ,立 法府がその裁量権を

逸脱 し,当 該法的規制措置が著 しく不合理であることの明白である場合に限って,こ れを

違憲として,そ の効力を否定することができる」と判示 して,積 極目的のたあの経済的自

由規制立法について合理性の審査基準が採用できるとした。また,薬 事法距離制限事件判

決(最 高裁昭和50年4月30日 民集29巻4号572頁)で は,「第一次的には立法府の権限と責

＼ネットTKC法 律情報データベース 〔文献番号25440143〕)などがある。このような訴訟が複数

提起されていることは,そ の証左とも考えられる。
(3)芦 部信善 『憲法判例を読む』(岩波書店・1987年)97頁以下,松 井茂記 「違憲審査基準論」『ジュ

リスト増刊憲法の争点 〔第3版 〕」(有斐閣・1999年)252頁以下を参照。
(4)野 中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利 『憲法II〔第4版 〕』(有斐閣・2005年)295頁以下。
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務であり,裁 判所としては,規 制の目的が公共の福祉に合致するものと認あられる以上,

そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については,立 法府の判断がそ

の合理的裁量の範囲にとどまるかぎり,立 法政策上の問題としてその判断を尊重すべきも

のである。 しか し,右 の合理的裁量の範囲については,事 の性質上おのずか ら広狭があり

うるのであって,裁 判所は,具 体的な規制の目的,対 象,方 法等の性質 と内容に照らして,

これを決すべきである。……一般に許可制は,狭 義における職業の選択の自由そのものに

制約を課するもので,職 業の自由に対する強力な制限であるか ら,そ の合憲性を肯定 しう

るためには,原 則として,重 要な公共の利益のたあに必要かつ合理的な措置であることを

要 し,ま た,そ れが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく,

自由な職業活動が社会公共に対 して もたらす弊害を防止するたあの消極的,警 察的措置で

ある場合には,許 可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の

内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認あら

れることを要する」と判示 し,消 極目的のための経済的自由の規制は厳格な基準によるべ

きこととした。

ところが,森 林法共有林分割制限違憲判決(最 高裁昭和62年4月22日 判決民集41巻3号

408頁)に おいて,「 〔森林〕法186条 の立法目的は,… …公共の福祉に合致 しないことが明

らかであるとはいえない」としつつ も,「森林法186条 が共有森林につき持分価額2分 の1

以下の共有者に民法256条1項 所定の分割請求権を否定 しているのは,森 林法186条 の立法

目的との関係において,合 理性と必要性のいずれをも肯定することのできないことが明 ら

かであって,こ の点に関する立法府の判断は,合 理的裁量の範囲を超えるものであるとい

わなければならない」と判示 して,森 林法の規定を積極規制と認定 しなが ら,合 理性の基

準よりも厳 しい基準を適用 した。さらに,証 券取引法合憲判決(最 高裁平成14年2月13日

判決民集56巻2号331頁)で は,「 このような 〔経済政策に基づ く〕目的が正当性を有 し,

公共の福祉に適合するものであることは明 らかである」としたうえで,「立法 目的達成の

ための手段として必要性又は合理性に欠けるものであるとはいえない」と判示 しており,

判例においては 「消極目的 ・積極目的二分論」が必ず しも徹底されているわけではないよ

うである(5)。

(5)二 重の基準論と判例との関係については,芦 部信喜 『憲法判例を読む』(岩波書店 ・1987年)
を参照。
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2違 憲 審 査 基 準

(1)違 憲 審 査 基 準 の類 型6)

違 憲 審 査 基 準 と して は,① 厳 格 な審 査,② 厳 格 な合 理 性 の審 査,③ 合 理 性 の審 査 が 挙 げ

られ る。 ① 厳 格 な 審 査 は,「 非 常 に強 力 な 利 益(compellinginterest)」 を,② 厳 格 な 合

理 性 の審 査 は,「 重 要 な 利 益(importantinterest)」 を,そ して ③ 合 理 性 の 審 査 は 「正

当 な利 益(legitimateinterest)」 を それ ぞれ 促 進 す るか ど うか を審 査 す る もので あ る。

ま た,そ の 手 段 に関 して,① 厳 格 な 審 査 は 「必 要 最 小 限 」 の もの で な け れ ば な らず,

「目的」 と の 関係 に お い て 「必 要 不 可 欠 」 の 手 段 で あ る こ とを 要 す る。 ② 厳 格 な 合 理 性 の

審 査 は 「目的 」 と の 関係 に お いて 「実 質 的 関 連 性(substantialrelationshipinfact)」

が あ る こ とを 要 求 す る。 そ して ⑧ 合 理 性 の審 査 は,「 目的」 との 関 係 に お い て 「合 理 的

関 連 性(rationalrelationship)」 が あ り,手 段 が 「著 し く不 合 理 で あ る こ とが 明 白で な

い」 こ と を要 求 す る に と ど ま る(7)。

(2)違 憲 審 査 基 準 と個 別 の憲 法 上 の権 利 ・原 則

個 別 の 憲 法 上 の権 利 や 原 則 と最 高 裁 が 採 って き た違 憲 審 査 の基 準 を整 理 す る と以 下 の と

お りで あ る(8)。

① 厳 格 な審 査 が 適 用 され る個 別 の憲 法 上 の権 利 ・原 則

(i)「 プ ライ バ シー 固有 情 報 」 を コ ン トロー ルす る権 利

(--)(生 殖 ・生 命 の処 分 な どに 関す る)自 己決 定 権

㈹ 平 等 原 則(精 神 的 自 由権 ・参 政 権,人 種 ・信 条 に基 づ く差 別 的 取 扱 い)(9)

㈹ 人 身 の 自 由(lo)

(v)宗 教 的 行 為 の 自 由,政 治 的 表 現 の 自 由,報 道 の 自 由,通 信 の秘 密,知 る 自 由,表

現 内容 規 制(学 説),学 問 の 自由(ll)

㈲ 集 会 ・結 社 ・集 団 行 動 の 自 由(12)

② 厳 格 な合 理 性 の審 査 が 適 用 され る個 別 の憲 法 上 の権 利 ・原 則

(6)違 憲審査基準 につ いて は,戸 松秀典 『憲法訴訟 〔第2版 〕』(有 斐閣 ・2008年)第10章 を参照。

(7)渋 谷秀樹 ・赤坂正浩 『憲法1人 権 〔第3版 〕」(有 斐閣 ・2007年)312頁 以下を参照。

(8)渋 谷秀樹 ・赤坂正浩 『憲法2統 治 〔第3版 〕」(有 斐 閣 ・2007年)167頁 〔表31-2〕 によ って い

る。

(9)在 外 日本人選挙制 限規定違憲判決(最 高裁平成17年9月14日 判決民集59巻7号2087頁)を 参照。

(10)徳 島市公安条例事件判決(最 高裁50年9月10日 判決刑集29巻8号489頁)を 参照。

ql)津 地鎮祭訴訟判決(最 高裁昭和52年7月13日 判決民集31巻4号533頁)を 参照。

(12)新 潟県公安条例事件判決(最 高裁昭和29年11月24日 判決刑集8巻11号1866頁)を 参照。
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(i)「 プ ライ バ シー外 延 情 報 」 を コ ン トロー ルす る権 利

(--)(髪 形 ・服 装 な どに 関す る)自 己決 定 権

㈹ 平 等 原 則(性 別 ・社 会 的 身 分 ・門 地 に基 づ く差 別 的 取 扱 い)(13)

(iv)性 表 現 の 自 由,名 誉 を殿 損 しあ る い は プ ラ イバ シ ー を侵 害 す る表 現 の 自 由,商 業

広 告 の 自 由,表 現 内容 中立 規 則(学 説)

(v)象 徴 的 表 現,取 材 の 自 由

(vり 経 済 的 自 由(消 極 ・警 察 目的 に よ る規 制)(19)

㈹ 平 等 原 則(経 済 的 自 由権 の消 極 目的 規 制)

③ 合 理 性 の審 査 が 適 用 され る個 別 の憲 法 上 の権 利 ・原 則

(i)表 現 内容 中立 規 制(15)

(--)経 済 的 自 由権(積 極 ・政 策 目的 に よ る規 制)(16)

㈹ 平 等 原 則(経 済 的 自 由権 の積 極 目的 規 制)(17)

(iv)そ の他 の権 利 ・原 則

租 税 法 規 につ いて は,後 述 の と お り,所 得 類 型 に よ る所 得 計 算 の差 異 に関 す る平 等 原 則

に関 す る審 査 に は,基 本 的 に は合 理 性 の審 査 が 適 用 され て い る。

次 節 で は,平 等 原 則 に と ど ま らず,憲 法 上 の他 の諸 規 定 と租 税 法 規 に関 す る違 憲 審 査 に

つ いて も検 討 す る。

皿 租 税 法 規 に 関 す る 違 憲 審 査 基 準18)

1憲 法14条 との 関 係

憲 法14条 と の関 係 が 争 点 と な っ た,ま た,以 後 の租 税 法 規 の違 憲 審 査 に お いて,重 要 な

地 位 を 占 あ る こ と に な る の は,大 島訴 訟 判 決 で あ る。 以 下 に お いて は,大 島訴 訟 判 決 と大

島訴 訟 判 決 以 降 の憲 法14条 関 係 が 争 点 と な っ た判 決 と関 して 違 憲 審 査 の判 断 方 法 を比 較 す

る。

q3)日 産 自動車事件判決(最 高裁昭和56年3月24日 判決民集35巻2号300頁)を 参照。

(14)前 掲 ・薬事法距離 制限規定違憲判決(最 高裁昭和50年4月30日 判決民集29巻4号572頁)を 参

照。

(15)猿 仏事件判決(最 高裁昭和49年11月6日 判決刑集28巻9号393頁)を 参照。

(16)前 掲 ・小売市場事件判決(最 高裁昭和47年11月22日 判決刑集26巻9号586頁)を 参照。

(17)後 掲 ・大嶋訴訟判決(最 高裁昭和60年3月27日 判決民集39巻2号247頁)を 参照。

(18)租 税法 と違憲審査基準 につ いて は,三 木義一 「租税規範 に対す る憲法審査基準一 ビル ク 『租税

規範の基準 と しての応能負担原則』を手がか りに」「現代税法 と人権』(勤 草書房 ・1992年 〔初 出

1989年 〕109頁 以下)を 参照。
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(1)大 嶋訴訟判決(最 高裁昭和60年3月27日 判決民集39巻2号247頁)

憲法14条 は,い わゆる平等権を保障 しているところ,租 税立法において も不合理な差別

を構成する場合にはこの規定に違反 して無効となる。裁判所の租税立法の合憲性の審査の

基準について先例とされるのがこの大法廷判決である。

本件は,給 与所得者には経費の実額控除が認あられていないことが,事 業所得者に比 し

て不平等であり,憲 法14条 に違反するかどうかが争われた事件で,最 高裁は,「租税 は,

今日では,国 家の財政需要を充足するという本来の機能に加え,所 得の再分配,資 源の適

正配分,景 気の調整等の諸機能をも有 しており,国 民の租税負担を定めるについて,財 政 ・

経済 ・社会政策等の国政全般か らの総合的な政策判断を必要とするばか りではなく,課 税

要件等を定あるについて,極 あて専門技術的な判断を必要とすることも明 らかである。 し

たがって,租 税法の定立については,国 家財政,社 会経済,国 民所得,国 民生活等の実態

についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的,技 術的な判断にゆだねるほかはな く,

裁判所は,基 本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。そう

であるとすれば,租 税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は,

その立法目的が正当なものであり,か つ,当 該立法において具体的に採用された区別の態

様が右目的との関連で著 しく不合理であることが明 らかでない限 り,そ の合理性を否定す

ることができず,こ れを憲法14条1項 の規定に違反するものということはできない」と判

示 した。本判決の位置づけとしては,大 法廷の昭和30年3月23日 判決(民 集9巻3号336

頁)の 延長線にあるとされるく19)が,所得の性質の違いを理 由とする取扱いに係 る租税法

規の違憲審査に当たっては,合 理性の審査基準を採用することを明示 した。

その上で,給 与所得控除の目的を摘示 し,そ の目的が正当性を有するとともに,そ の目

的との関連において給与所得控除が合理性を有することについて も触れ,そ して,憲 法14

条に違反するものではないことを判示 している。

(2)大 嶋訴訟判決以降の憲法14条 との関係

判決1最 高裁昭和60年12月17日 判決(判 時1187号59頁)

本件は,当 時の所得税法上扶養控除の対象となる扶養親族の要件⑳ において,当

(19)本判決は,「日本国憲法の下では,租 税を創設し,改廃するのはもとより,納税義務者,課 税
標準,徴 収の手続はすべて前示のとおり法律に基いて定められなければならないと同時に法律に
基いて定めるところに委ねられていると解すべきである。」と判示して,租 税法律主義を明定す
ることを明らかにするとともに,租 税制度の構成について広い立法裁量を認めた。

⑳ 昭和56年法律第11号による改正前の所得税法では,扶 養親族とは,居 住者と生計を一にする親/
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該被扶養者が給与所得者等である場合とそれ以外の場合とで所得金額基準が異なるこ

とが憲法14条,25条 に違反するか否かが争われた事件で,最 高裁は 「所得税法……の

規定が憲法14条1項 に違反するものでないことは,当 裁判所昭和60年3月27日 大法廷

判決の趣旨に徴 して明 らかであり,ま た,所 論憲法25条 違反の主張は,上 告人に対 し

右所得税法の規定を適用することにより上告人の健康で文化的な最低限度の生活が脅

かされることを前提とするところ,そ のように認めることができないことは原判決の

判示するところであるか ら,そ の前提を欠 く。」 と判示 した⑳。

判決2最 高裁平成3年4月11日 判決(税 資183号66頁)

本件は,所 得税法上,利 子所得の所得金額の計算上,他 の所得とは異なり,収 入金

額か ら控除すべき金額を規定 していないことが,憲 法14条,29条 に違反するか否かが

争われた事件で,最 高裁は 「所得税法23条2項 の規定が憲法14条1項,29条 に違反す

るものでなく,ま た,右 所得税法の規定を本件ワラント債の利息に係る所得に適用 し

ても,右 憲法条項に違反するものでないことは,当 裁判所大法廷判決(昭 和30年3月

23日判決,昭 和60年3月27日 判決)の 趣旨に徴 して明 らかである」と判示 した。

判決3最 高裁平成3年10月17日 判決(訟 月38巻5号911頁)

本件は,未 認知の子等が扶養控除の対象とならないことが憲法14条 に違反するか否

かが争われた事件で,最 高裁は 「右未認知の子等を扶養控除の対象か ら除外 している

所得税法84条,2条1項34号 の規定が憲法14条1項 に違反するものでないことは,当

裁判所昭和60年3月27日 大法廷判決の趣旨に徴 して明 らかである」と判示 した。

判決4最 高裁平成5年2月18日 判決(判 夕812号168頁)

本件は,寄 付金の取扱いが所得税と法人税と異なることが憲法14条 に違反するか否

かが争われた事件で,最 高裁は 「個人の支出する国又は地方公共団体に対する寄付金

の額の所得控除について限度額を設けている所得税法78条1項,2項1号 の規定が,

法人の支出する国又は地方公共団体に対する寄付金について原則としてその全額を損

金に算入することができるものとしている法人税法37条3項1号 の規定との対比にお

いて憲法14条1項,84条 に違反するものでないことは,最 高裁昭和60年3月27日 大法

廷判決の趣旨に徴 して明 らかである」と判示 した⑳。

＼族で,① 所得金額のない者,② 給与所得等(自 己の勤労に基づいて得た事業所得,給 与所得又は

雑所得をいう。)の金額が20万円以下の者,③ 給与所得等以外の所得の金額が10万円以下の者を
いうとしていた(旧 法2条1項34号,33号)。

⑳ 吉村典久 「租税判例百選 〔第三版〕」44頁,清 永敬次 「判批」税務事例12巻11号2頁 を参照。
(22)小磯武男 「判批」判例タイムズ852号280頁,中 里実 「判批」ジュリスト983号75頁を参照。
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判決5最 高裁平成6年9月13日 判決(税 資205号405頁)

本件は,寡 夫控除と寡婦控除との適用要件(23)が異なることが憲法14条 に違反する

か否かについて争われた事件で,最 高裁は 「本件課税処分が憲法14条,25条 に違反す

るものではないことは,最 高裁昭和60年3月27日 大法廷判決,最 高裁昭和57年7月7

日大法廷判決の趣旨に徴 して明 らかであって,原 判決に所論の違法はない」と判示 し

た。

判決6最 高裁平成7年12月15日 判決(税 資214号765頁)

本件は,寡 夫控除と寡婦控除との適用要件が異なることが憲法14条 に違反するか否

かについて争われた事件で,最 高裁は 「所論の点に関する所得税法の各規定及び本件

更正処分が憲法14条1項,25条 に違反す るものでないことは,当 裁判所大法廷判決

(最高裁昭和60年3月27日 大法廷判決,最 高裁昭和57年7月7日 大法廷判決)の 趣旨

に徴 して明 らかである」と判示 した。

判決7最 高裁平成13年6月21日 判決(刑 集55巻4号249頁)

本件は,軽 油引取税の納税義務者について 「特約業者及び元売業者以外の者で軽油

を製造 して譲渡 したものを軽油の引取 りを行う者とみなして,軽 油引取税の申告納付

義務を課 しているのは,立 法目的が正当であり,採 用された賦課徴収の方式 も合理的

な ものであって,憲 法14条1項 の規定に違反するものでないことは,当 裁判所の判例

(最高裁昭和37年2月28日 大法廷判決,昭 和60年3月27日 大法廷判決)の 趣 旨に徴 し

て明 らかである」とした。

判決8最 高裁平成16年11月2日 判決(判 時1883号43頁)

本件は,い ずれ も弁護士である夫婦間において,夫 の営む弁護士業に妻が従事 した

とし,そ の労務の対価として支払った報酬が所得税法56条 の規定により必要経費算入

が否認された事件で,最 高裁は,同 条の趣旨に照 らして立法目的は正当であり,立 法

目的 との関連でも不合理でないことを説示 した上で,「本件各処分は,同 法 〔所得税

法〕56条 の適用を誤ったものではなく,憲 法14条1項 に違反するものではない。この

ことは,当 裁判所の判例(最 高裁昭和60年3月27日 大法廷判決)の 趣旨に徴 して明 ら

3)寡 婦とは,① 夫と死別し,若 しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らか
でない者で政令で定あるもののうち,扶 養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定あ
るものを有するもの,② 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政
令で定めるもののうち,合 計所得金額が500万円以下であるものをいい(所 得税法2条1項30号),
一方,寡 夫とは,妻 と死別し,若 しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明ら
かでない者で政令で定めるもののうち,そ の者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し,
かつ,合 計所得金額が500万円以下であるものをいう(同 項31号)。
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かである」と判示 した。

(3)考 察

以上の判決をみると,大 嶋訴訟判決以降はいずれ も判決理由として 「最高裁昭和60年3

月27日 大法廷判決 〔大嶋訴訟判決〕の趣旨に徴 して明 らか」を用いて,憲 法違反かどうか

の充分な審査を行わず,合 憲判断を下 している。この点については,多 くの研究者が疑問

視されている。例えば,判 決2に ついて,浅 沼潤三郎教授は 「具体的な理由づけを欠 くだ

けに,無 限定な立法裁量論に陥る虞れなしとしない」 と指摘されている⑳ し,判 例3に

ついて,田 中治教授は 「裁判所は,下 級審を含めて,扶 養控除の目的か らみて事実上の子

を排除することは合理的か否かという問題に直接応えてはいない」⑳ ことを,岩 崎政明教

授は 「事実上の子にも扶養控除を認めことは人的控除制度の一環としての扶養控除の立法

目的に適合 しないものではない以上,現 行法上,こ れを扶養控除の対象か ら除外 している

ことがなぜ 『著 しく不合理』 とはいえないのか という理由を明らかにす る必要があっ

た」(26)ことを指摘されている。さらに,判 決4に ついて,岡 村忠生教授は 「大島判決は,

経費控除のあり方についての広範な立法裁量を認めたものであったが,優 遇措置の規制が

問題となった本件 とは,事 案を異にしているといえる」⑳ ことを,岩 崎政明教授は 「本件

で争われているのは,個 人間の所得の性質の違いに基因するものではないか ら,昭 和60年

大法廷判決の適用範囲に含まれるかどうか疑問である」とした上で,「寄付金に係る取扱

規定は,… …いずれ も政策的特例措置の一種と位置づけることができる。そうである以上,

憲法の右条項の解釈問題としては,所 得税法と法人税法の課税取扱を同列に判断できるも

のでない」(28)ことを指摘されている。そして,判 決8に ついて渋谷雅弘教授は,「立法目

的について詳 しく述べていない。」(29)と述べられているところである。

確かに租税法規については,財 政 ・経済 ・社会政策等の国政全般か らの総合的な政策判

断を必要とし,課 税要件等の定立については極めて専門技術的な判断が必要であるか ら,

違憲審査基準としては,一 般的には合理性の基準が妥当すると考え られるが,大 島訴訟判

決は,憲 法14条 後段の列挙事由ではない給与所得者と事業所得者との取扱いについて合憲

判断を下 したものであり,寡 夫と寡婦との扶養控除要件の差異が争点となった判決5,6

⑳ 浅沼潤三郎 「判批」民商法雑誌106巻5号710頁 。
㈱ 田中治 「所得税法上の扶養控除の対象となる 『親族』の意義」民商法雑誌106巻4号122頁 。
②6)岩崎政明 「所得税法上の扶養控除の対象たる 『親族』の解釈」ジュリスト1021号154頁。
⑳ 岡村忠生 「判批」民商113巻4・5号789頁 。
8)岩 崎政明 「判批」租税法研究22号154頁。
(29)渋谷雅弘 「判批」ジュリスト1314号167頁。
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は,憲 法14条 後段の列挙事由にも関わるものであり,審 査基準としては合理性の基準によ

りもより厳格な基準を適用 して判断すべき余地 もあるのではないかと考える(30)。また,各

研究者が指摘されるように,な ぜ 「著 しく不合理でない」か等具体的に審査され,合 憲の

理由を丁寧に述べるべきではなかったかと考える。

一方,所 得税と法人税との取扱いの差異に関する判決4や 軽油引取税の納税義務者に関

する判決6に ついては,大 嶋訴訟判決の射程として軽油引取税の納税義務者にまで及ぶの

か問われるであろう。

2憲 法14条 以外の条項に関するもの

次に,憲 法14条 以外の条項に関するものについて検討する。

(1)憲 法13条 との関係

判決1最 高裁昭和50年2月6日 判決(判 時760号30頁)

本件は,ゴ ルフ場施設の利用に当たり,税 を課すことが憲法13条 に違反するかどう

かが争われた事件であるが,最 高裁は 「地方税法75条1項2号 は,ゴ ルフ自体を直接

禁止制限 しようとするものではないばか りでなく,も ともとゴルフは前記 〔ゴルフは

とくに高額所得者がゴルフ場の利用の中心をなしており,そ の利用料金 も相当高額で

あって,ゴ ルフ場の利用が相当高額な消費行為であることは否定 しがたい〕のように

高額な支出を伴うものであり,か かる支出をなしうる者に対 し,ゴ ルフ場の利用につ

き,1日500円 程度の娯楽施設利用税を課 したか らといって,ゴ ルフをす ることが困

難になるとはとうてい考え られず,右 規定がスポーツをする自由を制限するものであ

るということはできない」と判示 した(31)。

判決2最 高裁平成元年12月14日 判決(刑 集43巻13号841頁)

本件は,自 己消費目的のための酒類製造を事実上不可能としている酒類製造免許制

が憲法13条 に違反するか否かが争われた事件で,最 高裁は 「これ 〔酒類製造を一律に

免許の対象としていること〕により自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとし

ても,そ のような規制が立法府の裁量権を逸脱 し,著 しく不合理であることが明白で

あるとはいえず,憲 法31条,13条 に違反するものでないことは,当 裁判所の判例(最

(30)ただし,こ こでは,違 憲審査の基準について指摘しているにすぎず,違 憲であるかどうかは別
途検討が必要である。

(31)中村勲 「判批」法律のひろば28巻5号42頁 を参照。
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高 裁 昭 和60年3月27日 大 法 廷 判 決)の 趣 旨 に徴 し明 らか で あ る」 と判 示 した(3功。

(2)憲 法22条 と の関 係

判 決3最 高 裁 平 成4年12月15日 判 決(民 集46巻9号2829頁)

本 件 は,酒 類 販 売 免 許 制 を と る酒 税 法 が 憲 法22条1項 に違 反 す るか 否 か が 争 われ た

事 件 で,最 高 裁 は薬 事 法 距 離 制 限 違 憲 判 決 お よ び 大 島 訴 訟 判 決 を 引用 した 上 で,「 租

税 の 適 正 か つ 確 実 な賦 課 徴 収 を図 る と い う国 家 の財 政 目的 の た あ の職 業 の許 可 制 に よ

る規 制 につ いて は,そ の必 要 性 と合 理 性 につ いて の立 法 府 の判 断 が,右 の政 策 的,技

術 的 な裁 量 の範 囲 を逸 脱 す る もので,著 し く不 合 理 な もので な い限 り,こ れ を憲 法22

条1項 の規 定 に違 反 す る もの と い う こ と はで き な い」 と判 示 した㈱。

(3)憲 法24条 と の関 係

判 決4最 高 裁 昭 和36年9月6日 判 決(民 集15巻8号2047頁)

本 件 は,個 人 課 税 単 位 主 義 を採 る所 得 税 法 が 憲 法24条 に違 反 す るか 否 か につ いて 争

わ れ た事 件 で,最 高 裁 は民 法762条1項 の 規 定 が 憲 法24条 に 違 反 しな い こ とを 述 べ た

上 で,「 所 得 税 法 が,生 計 を一 にす る夫 婦 の所 得 の計 算 に つ い て,民 法762条1項 に よ

る い わ ゆ る別 産 主 義 に依 拠 して い る もので あ る と して も,同 条 項 が 憲 法24条 に違 反 す

る も の と いえ な い こ と は,前 記 の と お りで あ るか ら,所 得 税 法 もま た違 憲 と い う こ と

はで き な い」 と判 示 した㈹。

(4)憲 法25条

判 決5最 高 裁 平 成 元 年2月7日 判 決(訟 月35巻6号1029頁)

本 件 は,給 与 所 得 者 の 課税 最 低 限が 憲 法25条 に違 反 す るか ど うか が争 われ た事 件 で,

最 高 裁 は堀 木 訴 訟 判 決(最 高 裁 昭 和57年7月7日 判 決 民 集36巻7号1235頁)を 引 用 し

た上 で,「Xら は,… … 昭 和46年 の課 税 最 低 限 が い わ ゆ る総 評 理 論 生 計 費 を下 まわ る

こ と を主 張 す る にす ぎ な いが,右 総 評 理 論 生 計 費 は 日本 労 働 組 合 総 評 議 会(総 評)に

(32)土 井真一教授 は,「 その こと 〔租税 の確 保のた めの適正 な規制 は憲法上許容 されている こと〕

か ら,消 費税の税収確保のため に,当 該物品の 自家製造を一律禁止す ることが一般的 に承認 され

うるわ けで はな い」 ことを指摘 して いる(土 井真一 「憲法判例百選1〔 第5版 〕」52頁)。

㈱ 占部裕典教授 は,「 本件の酒類販売免許 は職業へ参入す るこ と自体の制限で あ り,参 入制限 に

ついて も本人の力で は如何 ともしがた い要件 による制限が課 して あるのであ るか ら,薬 事法判決

に引 きつ けた 『厳格な合理性の基準」が用い られ るべ きであ るというよう」 とされ る(占 部裕典

「判批」判例時報1479号181頁)。

(34)若 尾典子 「憲法判例百選II〔 第5版 〕」452頁,西 山由美 「租税判例百選 〔第4版 〕」52頁 を参照。
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と って の望 ま しい生 活 水 準 な い しは将 来 の達 成 目標 に ほか な らず,こ れ を もって 『健

康 で文 化 的 な最低 限度 の生 活 』を 維持 す るた めの生 計 費 の基 準 とす る こと 〔はで きず 〕…

… ,他 にXら は 〔所 得 税 法 の〕 前 記 諸 規 定 が 立 法 府 の裁 量 の逸 脱 ・濫 用 と見 ざ る をえ

な い ゆえ ん を何 ら具 体 的 に主 張 して い な いか ら,… … 憲 法25条,81条 違 反 の主 張 は失

当」 で あ る と判 示 した(35)。

(5)憲 法29条 と の関 係(36)

判 決6最 高 裁 昭 和37年2月28日 判 決(刑 集16巻2号212頁)

本 件 は,給 与 所 得 に係 る源 泉 徴 収 制 度 が 憲 法29条 に違 反 す るか ど うか が 争 われ た事

件 で あ るが,最 高 裁 は 「源 泉 徴 収 制 度 は,給 与 所 得 者 に対 す る所 得 税 の徴 収 方 法 と し

て 能 率 的 で あ り,合 理 的 で あ って,公 共 の福 祉 の要 請 に こ たえ る もの と い わ な けれ ば

な らな い。 … … 源 泉 徴 収 義 務 者 の徴 税 義 務 は憲 法 の条 項 に 由来 し,公 共 の福 祉 に よ っ

て 要 請 され る もので あ るか ら,こ の制 度 は所 論 の よ う に憲 法29条1項 に反 す る もので

はな い」 と判 示 した。

(6)考 察

大 嶋 訴 訟 判 決 以 前 の判 決 で は,夫 婦 別 産 制 度(判 決4恥 や 公 共 の 福 祉(判 決6㈱)か

ら合 憲 性 を導 いて い る。 これ に対 して,大 嶋 訴 訟 判 決 以 降 の判 決 で は憲 法14条 以 外 の条 項

に関 わ る もので あ って も,大 嶋 訴 訟 判 決 を先 例 と して い る(憲 法13条 につ いて 判 決2,憲

法22条 に つ い て 判 決3)。 しか し,判 決2に つ いて,長 谷 部 恭 男 教 授 は 「本 件 の よ う に,

租 税 の 納 税 者 と最 終 的 に想 定 され て い る担 税 者 が 異 な る場 合 に,そ の転 嫁 の方 法 と して,

営 業 免 許 制 を採 用 す る こ とが 認 め られ るか 否 か と い う問 題 につ いて まで,こ の先 例 を もっ

(35)「公平性 の原則 は守 られて いるのか とい うことにつ いての判 断が,… …本件判決 において も充

分 に為 されていない」 ことが指摘 されてい る(釜 田康介 「平成元 年度重要判例解説」20頁)。 そ

の他の評釈 と して吉村典久 「判批」(ジ ュ リス ト983号129頁)を 参照。

(36)憲 法29条 との関係 で,適 用違憲 とされた大阪地裁平成7年10月17日 判決(行 集46巻10・11号

942頁)が ある。 本件 は,旧 租税特別 措置法63条 の4の 規定 の適 用に よ り,相 続 時の課 税価格を

上回 る相続税額が課せ られ ることが憲法29条 に違反す るか否かが争われた事件で,大 阪地裁 は当

該規定 の目的は正 当であ り法令 自体 を憲法 違反 としなか ったが,本 件 にお いて は,「相 続に よっ

て取得 した全財 産を もって して も相続税額 に足 らな いとい う結 果 とな る」「このよ うな事 態が著

し く不合理な もので あることは明 白であ り,… …本件土地の相続 につ いて は本件特例を適用す る

ことがで きな い」 と判断を した。

eの 私法上,別 産主義を採 って いることが所得税の課税単位 と して必然的 に夫婦課税単位主義 を採

らな い理 由とはな らない はずで あ り,ど の ような課税単位を採用す るか は立法政策 によると考え

られ る。

(38)清 永敬次教授 は,「 それだ けでは源泉徴 収制度を合憲 とす る理 由づ けとはな らない」 と指摘 さ

れて いる(清 永敬次 「源泉徴収制度の合憲性」法学論叢73巻1号159頁)。

561(561)



第56巻 第1号

て広い立法裁量を基礎づけることができるか否かは疑問である」(39>とされ,碓 井光明教授

も 「大島訴訟の射程範囲が拡大されているように見える」(90)と指摘されているように,憲

法14条 以外の条項に関わる場合にも大島訴訟判決を先例として直ちに合憲判決を下すこと

が適切なのか疑問である。その一方では,憲 法25条 に関わる判決5で は大嶋訴訟判決では

な く,堀 木訴訟判決を引用 している。

以上のことか ら,大 嶋訴訟判決が憲法14条 以外の条項に関わる場合,ど こまで射程が及

ぶのかは再度検討が必要であろう。

IV租 税 法規 に関 す る 憲 法 判 断 ・違 憲判 断 へ の 態度

1租 税立法における司法消極主義

裁判所の憲法判断に対する態度 としては,司 法消極主義と司法積極主義があるとされる。

司法消極主義とは,裁 判所が違憲審査にあたって,政 策決定者たる政治部門の判断をでき

る限 り尊重 し,そ れに介入することはなるべ く控えようとする態度をいい,司 法積極主義

とは,逆 に憲法の価値や理念の維持のためには政治部門の判断に介入することを躊躇 しな

い態度をいう(41)。日本の場合,ア メリカのような 「司法積極主義」の経験がな く,も っぱ

ら 「司法消極主義」的運用が行われているのが実際であ り,こ こでは全般的にもう少 し

「司法積極主義」の方向での運用が望まれることが指摘 されている(42)。

前述に掲げた裁判例をみる限り,租 税法の分野においても,「広い立法裁量論の適用が

支配的になっているもう一つの訴訟領域として,租 税立法の合憲性を争う場合をみること

ができる」(43)と指摘 されているように,大 嶋訴訟判決を先例として司法消極主義傾向が見

られる。必ず しも司法積極主義に転換すべきであると考えるものではないが,増 田英敏教

授が指摘 しているとおり,「租税裁判例における過度な司法消極主義の傾向は,両 基本原

則 〔租税法律主義及び租税公平主義〕の法的拘束力の低下を招 く」(4Nことには留意すべき

であろう。

(39)長谷部恭男 「判批」法学協会雑誌111巻1417頁。
(40)碓井光明 「租税判例百選 〔第4版 〕」73頁。
(41)野中・中村・高橋・高見(前 掲注(4))275頁。
(42)野中・中村・高橋 ・高見(前 掲注(4))277頁。
(43)戸松秀典 「判例に見る憲法訴訟論」ジュリスト835号62頁。
(44)増田英敏 『納税者の権利保護の法理』(成文堂・1997年)139頁。
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2大 島訴訟における伊藤裁判官の補足意見からの示唆

伊藤正巳裁判官は大嶋訴訟判決の補足意見として,「法廷意見の説 くように,租 税法は,

特に強い合憲性の推定を受け,基 本的には,そ の定立について立法府の広範な裁量にゆだ

ね られており,裁 判所は,立 法府の判断を尊重することになるのであるが,そ こには例外

的な場合のあることを看過 してはならない。租税法の分野にあって も,例 えば性別のよう

な憲法14条1項 後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには,合 憲性の推定は排除

され,裁 判所は厳格な基準によってその差別が合理的であるかどうかを審査すべきであり,

平等原則に反すると判断されることが少なくないと考え られる。」 と述べている。そして,

金子宏教授 も伊藤裁判官の補足意見を支持 して,「租税立法 と財産権や職業選択の自由の

ような経済的自由との関係が問題となる場合には,合 理性の基準が妥当し,信 教の自由や

表現の自由のような精神的自由ないし市民的自由との関係が問題となる場合には,厳 格な

基準が適用されるべきである」(45)とされる。

租税法の分野において も広 く合理性の基準が妥当するのであるが,内 容によっては例外

的に合理性の基準よりも厳格な基準によることがありうることを示唆 している。司法部に

専門的技術的知識が欠けるとして も,そ れだけでは,専 門的技術的知識を備えていると主

張する立法府や行政府の判断を尊重すべきだという結論は導かれない。立法府や行政府に,

その専門的技術的知識に基づいて,な ぜ彼 らの下 した結論が妥当であるかを裁判所におい

て主張 ・立証させ,そ の当否を裁判所が判断すれば足 りるとの方法も考えられる㈱ ので

あるか ら,充 分な審査が行われ憲法判断がされることを望みたいと考える。

IVお わ り に

本稿において,租 税法規における違憲審査の基準について若干の考察を試みた。租税訴

訟において最高裁は,大 島訴訟判決以降,大 島訴訟判決を先例として合憲判決を出してい

る。租税法の分野において幅広 く捉え られている大島訴訟判決の射程については再度検討

すべきであろうと思われる。また,合 憲性の判断の方法として も,争 点となっている租税

法規の立法目的や目的との関連について検討 した上で合憲判断を行うべきであろう。そし

て,裁 判所の司法消極主義,特 に租税法規に関 してはその違憲審査基準として合理性の審

査基準を適用することで,租 税法規の最高規範である租税公平原則や憲法の諸条項が侵害

(45)金子宏 「判評」判例時報1201号168頁。
(46)長谷部恭男 「司法消極主義と積極主義」『憲法の争点 〔第3版 〕』(有斐閣 ・1999年)249頁。
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され て も最 後 の砦 で あ る裁 判 所 に お いて 救 済 され え な い可 能 性 が 大 き い こ とや 立 法 府 及 び

行 政 府 の 司 法 府 に対 す る優 位 か ら租 税 公 平 原 則 や 憲 法 の諸 条 項 を侵 害 す る立 法 が 比 較 的 容

易 に定 立 しう る こ と を考 え る と,違 憲 審 査 につ いて は よ り厳 格 に審 査 す べ き場 合 も存 す る

必 要 も あ る ので は な いか と考 え られ る。 憲 法14条 後 段 の事 由 に関 わ る場 合 な どが そ の一 つ

と して 挙 げ られ るが,ど の よ う な場 合 に よ り厳 格 な審 査 が 必 要 か につ いて は今 後 の課 題 と

した い。
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